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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第146期

中間連結会計期間
第147期

中間連結会計期間
第146期

会計期間
自　2024年４月１日
至　2024年９月30日

自　2025年４月１日
至　2025年９月30日

自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

売上高 (百万円) 17,304 19,951 39,264

経常利益 (百万円) 871 1,048 3,169

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円) 501 675 2,737

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 483 801 2,465

純資産額 (百万円) 20,459 22,268 21,914

総資産額 (百万円) 31,538 33,463 33,375

１株当たり中間(当期)
純利益金額

(円) 56.64 77.38 309.66

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 64.6 66.2 65.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 426 △1,616 1,116

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △43 1,985 △249

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △503 △451 △1,076

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 856 593 686
 

(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．当社は潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の記載をしておりませ

ん。

 
２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の状況

①　経営成績

当中間連結会計期間における当社を取り巻く市場環境は、民間企業をはじめとした高水準な設備投資・建設投

資の継続等を背景に、堅調に推移いたしました。

このような状況の中、当社の同期間の経営成績は手持工事の着実な遂行並びに営繕工事の増加等により売上高

199億51百万円、営業利益10億１百万円、経常利益10億48百万円、親会社株主に帰属する中間純利益６億75百万円

となり、前年同期比で増収増益となりました。

セグメント別売上実績の内訳

 

2025年３月期 2026年３月期
増減

中間連結会計期間 中間連結会計期間

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

増減率
(％)

電気設備工事 13,203 76.3 15,580 78.1 2,376 18.0

商品販売 4,100 23.7 4,370 21.9 270 6.6

合計 17,304 100.0 19,951 100.0 2,647 15.3
 

②　受注状況

同期間における電気設備工事の受注実績は、大型新築案件等の受注を主因として好調に推移し、202億16百万円

と前年同期を大きく上回る結果となりました。

また、商品販売の受注実績は、冷熱住設品及びＦＡ機器品の堅調な受注により、43億70百万円と前年同期を上

回りました。

セグメント別受注実績の内訳

 

2025年３月期 2026年３月期
増減

中間連結会計期間 中間連結会計期間

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

増減率
(％)

電気設備工事 17,566 81.1 20,216 82.2 2,650 15.1

商品販売 4,100 18.9 4,370 17.8 270 6.6

合計 21,666 100.0 24,587 100.0 2,921 13.5
 

(注)　商品販売については受注から販売までの期間が短期であることから、受注実績と売上実績を同額としておりま

す。

③　経営戦略

当社は通期連結業績予想の達成に向けて、手持案件の着実な工事遂行に加え営繕や中小規模案件の確実な取り

込み、原価低減、経費の効率運用等の諸施策を引き続き展開してまいります。

中期的には、当社の中期経営計画に基づき、2027年度以降の「ありたい姿」の実現に向け、安定的に利益を創

出しつつ成長投資並びに株主還元を推進してまいります。
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(2) 財政状態の状況

①　資産合計

当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、87百万円の増加となりました。これは主に、

流動資産において、短期貸付金の減少19億45百万円及び現金預金の減少２億29百万円がある一方で、完成工事未

収入金の増加20億98百万円等があったことに加え、固定資産において、投資有価証券の増加２億39百万円及び退

職給付に係る資産の増加１億31百万円等によるものです。

 
②　負債合計

当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、２億66百万円の減少となりました。これは主

に、契約負債の増加６億16百万円及び流動負債その他に含まれている未払消費税等の増加１億92百万円がある一

方で、工事に係る材料・外注等の支払による仕入債務の減少７億30百万円及び未払法人税等の減少１億97百万

円、工事損失引当金の減少１億69百万円等によるものです。

 
③　純資産合計

当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、３億54百万円の増加となりました。これは

主に、親会社株主に帰属する中間純利益の計上６億75百万円及び配当金の支払４億45百万円による利益剰余金の

増加２億30百万円、投資有価証券の時価評価によるその他有価証券評価差額金の増加１億61百万円等によるもの

です。

 
(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から93百万円

減少し、５億93百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は16億16百万円の減少(前年同期は４億26百万円の増加)となりました。これは主に売上債権

及び契約資産の増加額25億８百万円、税金等調整前中間純利益10億48百万円、仕入債務の減少額７億23百万円、未

収消費税等の減少額３億21百万円及びその他の流動資産の減少額２億７百万円等によるものであります。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金は19億85百万円の増加(前年同期は43百万円の減少)となりました。これは主に長期貸付金の

回収による収入23億円及び短期貸付金の増加額３億63百万円等によるものであります。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は４億51百万円の減少(前年同期は５億３百万円の減少)となりました。これは主に配当金の

支払額４億45百万円等によるものであります。

 
(4) 研究開発活動

当社は工事現場における実施設計業務の効率化や情報共有の円滑化を通じた業務改革（ＤＸ）の実現に向け現場

負荷の軽減と競争力維持・向上を図るべく、パッケージソフトウェアのカスタマイズ開発、ＢＩＭ関連アドイン

ツール開発並びに生成ＡＩを活用した開発活動を行っております。

当中間連結会計期間におけるこれら新規開発に係る研究開発費用は48百万円となっております。

 
３ 【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2025年11月４日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,970,000 8,970,000
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であ
ります。

計 8,970,000 8,970,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

  2025年９月30日 － 8,970 － 1,520 － 1,070
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(5) 【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 4,485 51.4

弘電社従業員持株会 東京都中央区銀座５－11－10 372 4.3

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－１－１ 292 3.3

ネグロス電工株式会社 東京都江東区亀戸２－40－１ 117 1.3

田中憲治 千葉県市原市 100 1.1

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１－６－１ 80 0.9

木野光三 東京都豊島区 70 0.8

河村徹 奈良県北葛城郡上牧町 63 0.7

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内１－４－５ 58 0.7

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 58 0.7

光通信KK投資事業有限責任組合 東京都豊島区西池袋１－４－10 58 0.7

計 － 5,757 65.9
 

(注)　当社は自己株式 236千株(2.6％)を保有しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 236,400

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

87,089 ―
8,708,900

単元未満株式
普通株式

― ―
24,700

発行済株式総数 8,970,000 ― ―

総株主の議決権 ― 87,089 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権５個)含まれ

ております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式20株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社弘電社
東京都中央区銀座五丁目
11番10号

236,400 ― 236,400 2.6

計 ― 236,400 ― 236,400 2.6
 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 
１　中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記

載しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年４月１日から2025年９月30

日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 892 662

  受取手形 124 118

  電子記録債権 2,449 2,876

  完成工事未収入金 3,960 6,058

  売掛金 1,584 1,576

  契約資産 6,580 6,572

  未成工事支出金 37 45

  商品 527 469

  短期貸付金 8,355 6,409

  その他 1,317 786

  貸倒引当金 △4 △3

  流動資産合計 25,825 25,574

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 495 504

   土地 528 527

   建設仮勘定 4 －

   その他（純額） 23 53

   有形固定資産合計 1,052 1,084

  無形固定資産 384 317

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,440 1,680

   退職給付に係る資産 4,249 4,380

   その他 453 453

   貸倒引当金 △29 △28

   投資その他の資産合計 6,113 6,486

  固定資産合計 7,549 7,888

 資産合計 33,375 33,463
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  電子記録債務 2,335 2,359

  工事未払金 4,328 3,538

  買掛金 1,047 1,083

  短期借入金 ※１  500 ※１  500

  リース債務 7 14

  未払法人税等 578 380

  契約負債 358 975

  賞与引当金 655 740

  完成工事補償引当金 0 0

  工事損失引当金 183 13

  その他 785 820

  流動負債合計 10,781 10,426

 固定負債   

  リース債務 7 41

  退職給付に係る負債 120 137

  役員退職慰労引当金 45 47

  繰延税金負債 226 299

  その他 278 243

  固定負債合計 679 768

 負債合計 11,461 11,194

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,520 1,520

  資本剰余金 1,070 1,070

  利益剰余金 18,303 18,534

  自己株式 △313 △313

  株主資本合計 20,581 20,811

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 155 317

  為替換算調整勘定 129 99

  退職給付に係る調整累計額 944 909

  その他の包括利益累計額合計 1,229 1,326

 非支配株主持分 103 130

 純資産合計 21,914 22,268

負債純資産合計 33,375 33,463
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高   

 完成工事高 13,203 15,580

 商品売上高 4,100 4,370

 売上高合計 17,304 19,951

売上原価   

 完成工事原価 10,523 12,606

 商品売上原価 3,482 3,697

 売上原価合計 14,005 16,304

売上総利益   

 完成工事総利益 2,680 2,973

 商品売上総利益 617 673

 売上総利益合計 3,298 3,647

販売費及び一般管理費 ※１  2,442 ※１  2,645

営業利益 855 1,001

営業外収益   

 受取利息 14 23

 受取配当金 15 19

 受取家賃 19 16

 その他 6 6

 営業外収益合計 56 67

営業外費用   

 支払利息 3 10

 賃貸費用 29 5

 その他 8 4

 営業外費用合計 41 20

経常利益 871 1,048

特別利益   

 投資有価証券売却益 107 －

 特別利益合計 107 －

税金等調整前中間純利益 979 1,048

法人税等 486 344

中間純利益 492 704

非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に
帰属する中間純損失（△）

△8 28

親会社株主に帰属する中間純利益 501 675
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 492 704

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △6 161

 為替換算調整勘定 39 △29

 退職給付に係る調整額 △42 △34

 その他の包括利益合計 △9 96

中間包括利益 483 801

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 492 772

 非支配株主に係る中間包括利益 △8 28
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益 979 1,048

 減価償却費 105 100

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △217 △169

 賞与引当金の増減額（△は減少） 10 84

 退職給付に係る資産及び負債の増減額 △200 △147

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 1

 受取利息及び受取配当金 △30 △43

 支払利息 3 10

 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 2,022 △2,508

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △26 △7

 棚卸資産の増減額（△は増加） △85 57

 仕入債務の増減額（△は減少） 99 △723

 契約負債の増減額（△は減少） 185 616

 投資有価証券売却損益（△は益） △107 －

 未収消費税等の増減額（△は増加） △210 321

 未払消費税等の増減額（△は減少） △993 192

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △510 207

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △248 △159

 その他 △35 9

 小計 732 △1,108

 利息及び配当金の受取額 30 43

 利息の支払額 △3 △10

 法人税等の支払額 △333 △540

 営業活動によるキャッシュ・フロー 426 △1,616

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） － 123

 有形固定資産の取得による支出 △3 △60

 投資有価証券の売却による収入 156 －

 無形固定資産の取得による支出 △43 △11

 長期貸付けによる支出 △2,300 －

 長期貸付金の回収による収入 1,500 2,300

 短期貸付金の純増減額（△は増加） 626 △363

 その他の支出 △7 △5

 その他の収入 27 3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △43 1,985

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △20 －

 自己株式の純増減額（△は増加） △0 －

 配当金の支払額 △477 △445

 その他 △5 △6

 財務活動によるキャッシュ・フロー △503 △451

現金及び現金同等物に係る換算差額 59 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60 △93

現金及び現金同等物の期首残高 917 686

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１  856 ※１  593
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【注記事項】

(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、これによ

ると著しく合理性を欠く結果となる場合には「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」第18項の規定により、

「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」第14項(法定実効税率を使用する方法)に準じて計算して

おります。

 
(中間連結貸借対照表関係)

※１　当社及び連結子会社(弘電工事㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しております。

当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりで

あります。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

当座貸越極度額及び貸出コミット
メントの総額

3,770百万円 3,770百万円

借入実行残高 500百万円 500百万円

差引額 3,270百万円 3,270百万円
 

 

(中間連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

従業員給料手当 896百万円 921百万円

賞与引当金繰入額 308百万円 366百万円

退職給付費用 △14百万円 7百万円

役員退職慰労引当金繰入額 1百万円 1百万円
 

 

２　前中間連結会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)及び当中間連結会計期間(自　2025年４月１日　

至　2025年９月30日)

当社グループの売上高は、主たる事業分野である電気設備工事において、契約により上期に比べ、下期に工事の

完成引渡しを行う割合が大きいことから、期末にかけて完成工事高が増加する傾向があり、業績に季節的変動があ

ります。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

あります。

 

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

現金預金 1,457百万円 662百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △601百万円 △69百万円

現金及び現金同等物 856百万円 593百万円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前中間連結会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年５月９日
取締役会

普通株式 477 270 2024年３月31日 2024年６月７日 利益剰余金
 

（注）当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。2024年３月31日を基

準日とする１株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。

 
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年10月31日
取締役会

普通株式 292 33 2024年９月30日 2024年12月３日 利益剰余金
 

 
Ⅱ　当中間連結会計期間(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年５月９日
取締役会

普通株式 445 51 2025年３月31日 2025年６月９日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月31日
取締役会

普通株式 393 45 2025年９月30日 2025年12月２日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

中間連結
損益計算書
計上額
(注)２電気設備工事 商品販売 計

売上高      

一時点で移転される財又は
サービス

2,424 4,100 6,524 － 6,524

一定の期間にわたり移転
される財又はサービス

10,779 － 10,779 － 10,779

顧客との契約から生じる
収益

13,203 4,100 17,304 － 17,304

外部顧客への売上高 13,203 4,100 17,304 － 17,304

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 98 98 △98 －

計 13,203 4,199 17,403 △98 17,304

セグメント利益 1,596 168 1,765 △909 855
 

(注) １．セグメント利益の調整額△909百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△909百万円が含ま

れております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めて

おります。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

中間連結
損益計算書
計上額
(注)２電気設備工事 商品販売 計

売上高      

一時点で移転される財又は
サービス

2,717 4,370 7,088 － 7,088

一定の期間にわたり移転
される財又はサービス

12,863 － 12,863 － 12,863

顧客との契約から生じる
収益

15,580 4,370 19,951 － 19,951

外部顧客への売上高 15,580 4,370 19,951 － 19,951

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 69 69 △69 －

計 15,580 4,440 20,020 △69 19,951

セグメント利益 1,775 183 1,959 △958 1,001
 

(注) １．セグメント利益の調整額△958百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△958百万円が含ま

れております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めて

おります。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 
(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

１株当たり中間純利益金額 56.64円 77.38円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円) 501 675

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益金額
(百万円)

501 675

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,850 8,733
 

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【その他】

2025年５月９日開催の取締役会において、2025年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配

当を行うことを決議いたしました。

１．配当金の総額                              　   445百万円

２．１株当たりの金額      　                        51円00銭

３．支払請求権の効力発生日及び支払開始日 　 　　 2025年６月９日

 
また、第147期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）中間配当について、2025年10月31日開催の取締役会にお

いて、2025年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

１．配当金の総額                              　   393百万円

２．１株当たりの金額      　                      　45円00銭

３．支払請求権の効力発生日及び支払開始日  　　　 2025年12月２日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

2025年11月４日

株式会社弘電社

取締役会　御中

 
有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 高　　野　　浩　一　郎  
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 波　多　野　　直　　子  
 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社弘電社

の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間

連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社弘電社及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以　上

 

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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